
  

 

 



  

 
備考 

１ 用紙の大きさは、各片ともおおむね縦１１㎝、横２１㎝とする。 

２ 各片に共通する事項（あらかじめ印刷されている事項を除く。）は、複写により記入

するものとする。 

３ 金銭登録機を用いて現金の出納を行う国税収納官吏又は分任国税収納官吏（国税収納

官吏代理又は分任国税収納官吏代理を含む。）で財務大臣の指定するもの（以下この号

において「指定国税収納官吏等」という。）にあつては、領収証書であることを表示す

る文字、納税者又は納入者ごとの整理番号、領収年月日、領収金額及び受入科目の表示

に代わるべきものとして財務大臣が定める符号を記載し、かつ、指定国税収納官吏等の

在勤庁の標示のある領収印を押した書面をもつて領収証書に代えることができる。この

場合においては、領収年月日、当該符号ごとの領収金額の日計額を記載し、かつ、指定

国税収納官吏等の印を押した書面及び納税者又は納入者ごとの領収金額を表示した内

訳書類をもつて領収済報告書に代えることができる。 

４ 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えること、

加算税、延滞税又は利子税の各欄を省略することその他所要の調整を加えることができ

る。 

５ この書式に掲げる事項を印字できる携帯用の機器であつて、その操作に関する記録を

することができるものを用いて現金の出納を行う国税収納官吏（国税収納官吏代理を含

む。）又は分任国税収納官吏にあつては、この書式に掲げる事項を備えた財務大臣が別

に定める書式によることができる。 

６ 財務大臣は、上記５により書式を定めたときは、公示するものとする。 


